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Ⅰ 障害者を取り巻く状況等について



（出所） 総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）：出生中位・死亡中位推計
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○団塊の世代が全て７５歳となる2025年には、75歳以上が全人口の18％となる。
○2065年には、人口は8,808万人にまで減少するが、一方で、65歳以上は全人口の約38％となる。

０ ５０
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日本の人口ピラミッドの変化
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（在宅・施設別）
障害者総数 ９３６．６万人（人口の約７．４％）

うち在宅 ８８６．０万人（９４．６％）
うち施設入所 ５０．６万人（ ５．４％）

           身体障害者（児）            知的障害者（児）         精神障害者 

          ４３６．０万人               １０８．２万人           ３９２．４万人 
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障害者

（児） 

９６．２万人 

（８８．９％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅精神障害者 

３６１．１万人（９２．０％） 

 

 

 

施設入所

知的障害

者（児） 

１２．０万人 

（１１．１％） 

 

 

 

入院精神障害者 

３１．３万人（８．０％） 

施設入所身体障害者（児） ７．３万人（１．７％） 

 

（年齢別）
障害者総数 ９３６．６万人（人口の約７．４％）

うち６５歳未満 ４８％

うち６５歳以上 ５２％

○ 障害者の総数は９３６．６万人であり、人口の約７．４％に相当。
○ そのうち身体障害者は４３６．０万人、知的障害者は１０８．２万人、精神障害者は３９２．４万人。
○ 障害者数全体は増加傾向にあり、また、在宅・通所の障害者は増加傾向となっている。

障害者の数

※身体障害者（児） 及び知的障害者（児）数は平成28年（在宅）、平成27年（施設）の調査等、精神障害者数は平成26年の調査による推計。なお、身体障害者（児）には高齢者施設に入所している身体障害者は含まれていない。

※平成28年の調査における在宅身体障害者（児）及び在宅知的障害者（児）は鳥取県倉吉市を除いた数値である。

※在宅身体障害者（児）及び在宅知的障害者（児）は、障害者手帳所持者数の推計。障害者手帳非所持で、自立支援給付等（精神通院医療を除く。）を受けている者は19.4万人と推計されるが、障害種別が不明のため、上記には

含まれていない。

※複数の障害種別に該当する者の重複があることから、障害者の総数は粗い推計である。
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６５歳以上の者（７４％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５歳以上の者（３８％） 

 

６５歳以上の者

（１６％） 
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① 特別支援学校から一般企業への就職が約 ３０．１％ 就労系障害福祉サービスの利用が約 ３０．２％

② 障害福祉サービスから一般企業への就職が年間 １．３ ％（Ｈ１５） → ４．３％（Ｈ２９）
※就労移行支援からは２７．０％ （Ｈ２９）

一般就労への

移行の現状

就職

企 業 等

就 職

障害者総数約９３７万人中、１８歳～６４歳の在宅者数約３６２万人
（内訳：身体１０１万人、知的 ５８万人、精神２０３万人）

就労系障害福祉サービス
から一般就労への移行

1,288人/ H15 1.0
2,460人/ H18 1.9 倍
3,293人/ H21 2.6 倍
4,403人/ H22 3.4 倍
5,675人/ H23 4.4 倍
7,717人/ H24 6.0 倍
10,001人/ H25 7.8 倍
10,920人/ H26 8.5 倍
11,928人/ H27 9.3 倍
13,517人/ H28 10.5倍
14,845人/ H29 11.5倍

大
学
・専
修
学
校
へ
の
進
学
等

【出典】社会福祉施設等調査、国保連データ、学校基本調査、障害者雇用状況調査、患者調査、生活のしづらさなどに関する調査 等

・就労移行支援 約 ３．３万人

・就労継続支援Ａ型 約 ６．９万人

・就労継続支援Ｂ型 約２４．０万人

（平成３０年３月）

雇用者数

約４９．６万人

（平成２９年６月１日）

＊50人以上企業

12,844人/年
（うち就労系障害福祉サービス 6,434人）

6,411人/年777人/年 特別支援学校
卒業生21,292人（平成２９年３月卒）
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（平成２９年度）

ハローワークから
の紹介就職件数

９７，８１４件
※A型：20,825件

就労支援施策の対象となる障害者数／地域の流れ

障害福祉サービス
（就労系）



就労移行支援事業
(規則第6条の9)

就労継続支援Ａ型事業
（規則第6条の10第1項）

就労継続支援Ｂ型事業
（規則第6条の10第2項）

就労定着支援事業
(規則第6条の10)

事

業

概

要

通常の事業所に雇用されることが可
能と見込まれる者に対して、①生産
活動、職場体験等の活動の機会の提
供その他の就労に必要な知識及び能
力の向上のために必要な訓練、②求
職活動に関する支援、③その適性に
応じた職場の開拓、④就職後におけ
る職場への定着のために必要な相談
等の支援を行う。

（標準利用期間：２年）

※ 必要性が認められた場合に限り、最大
１年間の更新可能

通常の事業所に雇用されることが困
難であり、雇用契約に基づく就労が可
能である者に対して、雇用契約の締
結等による就労の機会の提供及び生
産活動の機会の提供その他の就労
に必要な知識及び能力の向上のため
に必要な訓練等の支援を行う。
（利用期間：制限なし）

通常の事業所に雇用されることが困
難であり、雇用契約に基づく就労が困
難である者に対して、就労の機会の
提供及び生産活動の機会の提供そ
の他の就労に必要な知識及び能力
の向上のために必要な訓練その他の
必要な支援を行う。
（利用期間：制限なし）

就労移行支援、就労継続支援、生活介
護、自立訓練の利用を経て、通常の事
業所に新たに雇用され、就労移行支援
等の職場定着の義務・努力義務である
６月を経過した者に対して、就労の継
続を図るために、障害者を雇用した事
業所、障害福祉サービス事業者、医療
機関等との連絡調整、障害者が雇用さ
れることに伴い生じる日常生活又は社
会生活を営む上での各般の問題に関
する相談、指導及び助言その他の必
要な支援を行う。

（利用期間：３年）

対

象

者

① 企業等への就労を希望する者

※平成30年4月から、65歳以上の者も
要件を満たせば利用可能。

① 移行支援事業を利用したが、企
業等の雇用に結びつかなかった者

② 特別支援学校を卒業して就職活
動を行ったが、企業等の雇用に結
びつかなかった者

③ 就労経験のある者で、現に雇用
関係の状態にない者

※平成30年4月から、65歳以上の者も
要件を満たせば利用可能。

① 就労経験がある者であって、年齢や
体力の面で一般企業に雇用されること
が困難となった者

② 50歳に達している者又は障害基
礎年金1級受給者

③ ①及び②に該当しない者で、就労
移行支援事業者等によるアセスメン
トにより、就労面に係る課題等の把
握が行われている者

① 就労移行支援、就労継続支援、生
活介護、自立訓練の利用を経て一般
就労へ移行した障害者で、就労に伴
う環境変化により生活面・就業面の
課題が生じている者であって、一般
就労後６月を経過した者

報酬
単価

５００～１，０８９単位／日
＜定員20人以下の場合＞

※定員規模に応じた設定

※就職後６月以上の定着率が高いほど
高い報酬

３２２～６１５単位／日
＜定員20人以下、人員配置7.5：1の場合＞

※利用定員、人員配置に応じた設定

※平均労働時間が長いほど高い報酬

５６２～６４５単位／日
＜定員20人以下、人員配置7.5：1の場合＞

※利用定員、人員配置に応じた設定

※平均工賃月額が高いほど高い報酬

１，０４０～３，２００単位／月
＜利用者数20人以下の場合＞

※利用者数に応じた設定

※就労定着率（過去３年間の就労定着
支援の総利用者数のうち前年度末時点
の就労定着者数）が高いほど高い報酬

事業
所数

３，３１５事業所

（国保連データ平成30年9月）

３，７８１事業所

（国保連データ平成30年9月）

１２，０９９事業所

（国保連データ平成30年9月）

２０４事業所

（国保連データ平成30年9月）

利用

者数

３４，２６２人

（国保連データ平成30年9月）

６９，３２６人

（国保連データ平成30年9月）

２４９，０２９人

（国保連データ平成30年9月）

１，２０７人

（国保連データ平成30年9月）

障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス
平成30年

４月～
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1,473 
1,742 

2,316 
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3,233 
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669 

1,122 
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2,307 
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2,722 

2,706 

1,276 
681 
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296 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

就労移行支援 就労継続支援Ａ型 就労継続支援Ｂ型 旧授産施設・福祉工場

＜一般就労への移行者数の推移＞

【出典】社会福祉施設等調査

＜一般就労への移行率の推移＞

一般就労への移行者数・移行率の推移（事業種別）

○ 就労系障害福祉サービスから一般就労への移行者数は、毎年増加しており、平成29年度では約１．５万人の
障害者が一般企業へ就職している。

○ 一方で、一般就労への移行率を見ると、就労移行支援における移行率は大きく上昇しているものの、就労継
続支援Ａ型では微増にとどまっており、就労継続支援Ｂ型では横ばいとなっている。

3,293

4,403

5,675

7,717

10,001

10,920

11,928

【出典】社会福祉施設等調査、国保連データ

13,517 
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7

14,845



○ 就労移行支援事業等（生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援）の利用を経て一般就労へ移
行した者の数については、平成27年度実績で平成24年度実績の約1.7倍（14,185人）となっている。

○ 平成25年度から平成27年度の移行者数の年平均増加数（約1,900人）から推計すると、平成29年度におい
ては、第４期障害福祉計画の基本指針の成果目標である「平成24年度実績の２倍の一般就労への移行者の達
成」をおおよそ満たすことが見込まれる。

就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数に関する目標について

就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数に関する現状について

目標値
第１～２期

（平成18～23年度）
第３期

（平成24～26年度）
第４期

（平成27～29年度）
第５期

（平成30～32年度）

基本指針
平成17年度の一般就労への移
行実績の４倍以上

平成17年度の一般就労への移行
実績の４倍以上

平成24年度の一般就労への移
行実績の２倍以上

平成28年度の一般就労への移
行実績の１．５倍以上

都道府県
障害福祉計画

４倍 ４．２倍 ２倍 ―

○ 第５期障害福祉計画の基本指針においては、今般の傾向等（平成25年度から平成27年度にかけての一般就
労への移行者数の平均増加数の実績（約1,900人））を踏まえつつ、以下のような成果目標としてはどうか。

※ 今後の一般就労への移行に対する施策効果をどう考えるか。

【成果目標】
平成32年度末までに平成28年度実績の1.5倍以上の一般就労への移行実績を達成することを基本とす
る。ただし、各市町村及び都道府県において、現在の障害福祉計画で定めた平成29年度末までの移行実績が達成されないと見込まれる場合は、新し

い計画を定める際には、平成29年度末時点で未達成と見込まれる人数を加味して成果目標を設定するものとする。

成果目標

（参考）基本指針及び都道府県障害福祉計画における目標値
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障害者雇用の状況
○ 民間企業の雇用状況

雇用者数 49.6万人 （身体障害者33.3万人、知的障害者11.2万人、精神障害者5.0万人）
実雇用率 1.97％ 法定雇用率達成企業割合 50.0％

○ 雇用者数は14年連続で過去最高を更新。障害者雇用は着実に進展。

（平成29年6月1日現在）

9
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【参考1-1】



（１）今般の事態の検証
・第三者による検証の場として、「国の行政機関における障害者雇用に係る事案に関する検証委員会」（委員長：

松井 巖氏（弁護士、元福岡高検検事長））を設置。検証結果について、真摯に受け止め、今般の事態について

深く反省し、再発防止に向けて必要な対策を講じていく。

（２）再発防止のための対策

１．今般の事態の検証とチェック機能の強化

【参考1-2】公務部門における障害者雇用に関する基本方針の概要①

○厚生労働省における取組

・障害者雇用促進法に基づく通報等に関する実務、再

発防止のための取組に係る留意事項を示した手引きを

作成

・制度改正等の際には、手引きについて必要な改訂を

実施

・人事担当者向けの説明会・情報交換会を毎年実施。

・チェックシートを毎年度配布し、各府省からの通報を

受けるに当たってチェックシートの提出を求め確認

・各府省の関係書類等について必要な調査を行い、障

害者の範囲や確認方法等が適切かを確認 等

○各府省における取組

・本府省のみならず地方支分部局等でも再発防止策

が継続的に実効あるものとして実施されるよう、府省全

体で体制を構築し、取組状況のフォローアップを実施

・手引きに従って、通報対象となる障害者の名簿を作

成するとともに、障害者手帳の写し等の関係書類を保

存

・実地確認やヒアリングにより、内部点検を実施

・不適正な事務処理を未然に防止するため、チェック

シートを活用しながら、複数の職員によるチェック等の

体制強化 等

○チェック機能の強化に向けた更なる検討

・引き続き法的整備を視野に入れた検討を行うとともに、各機関が自ら障害者の任免状況を公表する仕組みを検討
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○平成31年末までの障害者採用計画を策定

○障害者雇用を推進していくために必要な府省内の体制

整備、採用活動及び職場定着等に関する具体的な計

画を策定

○障害者雇用に関する理解の促進

・国家公務員における合理的配慮指針（年内）及び

公務部門における障害者雇用マニュアル（年度内）

の整備

･障害者雇用に精通したアドバイザー等による、各府省

において障害者が活躍できる具体的な業務を選定す

るための支援

･障害者雇用に関する理解促進に向けたセミナーや講

習会、職場見学会等の開催 等

○採用計画を着実に進捗させるための取組及び支援策

・ハローワークにおける職業紹介等

・障害者就労支援機関等との連携 等

２．法定雇用率の速やかな達成に向けた計画的な取組

○障害者が活躍しやすい職場づくりの推進

・各府省の推進体制の整備(実務責任者の配置等)

・障害者雇用に関する理解の促進(再掲)

・働く障害者向けの相談窓口の設置

・個々の障害者をサポートする支援者の配置・委嘱

・障害者の作業環境を整えるための機器の導入・設備改

善 等

○障害者がいきいきと働きやすい人事管理の在り方の検

討

・早出遅出勤務の特例、フレックスタイム制の柔軟化等の

措置

・テレワーク勤務を活用できるような環境整備 等
○障害者の自立の促進や民間における障害者雇用に資する
取組の推進
・障害者雇用施策の充実

・障害者優先調達法に基づく、障害者就労施設等か

らの物品等の調達の推進

３．国・地方公共団体における障害者の活躍の場の拡大

【参考1-3】公務部門における障害者雇用に関する基本方針の概要②
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○障害者を対象とした常勤採用の枠組み(選考採用)

・人事院が能力実証等の一部を統一的に行う障害者を対象とした選考試験を新たに導入（平成30年度から）

・各府省の個別の選考採用も並行して実施。人事院から留意点等を各府省に提示（年内）

○「ステップアップ制度」の枠組みを導入（年度内）

・非常勤職員として勤務後、選考を経て常勤職員となることを可能とする。

（厚生労働省等において必要な手続きを経て平成30年度中に取組を実施)

○常勤職員として採用予定の者について、本人の希望に応じ、採用前に非常勤職員として勤務できる「プレ雇用制

度」を導入

○非常勤職員について、障害特性等に応じた適切な対応を図る観点から、雇用の安定確保等に関する運用指針を策定(年内)

○上記施策の推進に必要となる定員・予算については適切に措置

４．公務員の任用面での対応等

５．今後に向けて

○閣僚会議等政府一体となって推進する体制の下でフォローアップを行い、取組を着実に推進

○法定雇用率の達成に留まらず、障害のある方が意欲と能力を発揮し、活躍できる場の拡大に取り組み、今後も政

府一体となって障害者の雇用を不断に推進

※地方公共団体に対する対応

・各地方公共団体の実情に応じ、本基本方針を参考にしながら必要な措置を講ずるよう、厚生労働省及び総務省より要請

・法定雇用率を達成していない地方公共団体について、その達成に向けた取組を着実なものとするため、厚生労働省は総務省の

協力を得て、上記に記載された支援を踏まえつつ、対応について検討

【参考1-4】公務部門における障害者雇用に関する基本方針の概要③
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Ⅱ 就労継続支援Ａ型の現状と課題等①
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1,395億円

1,778億円

2,320億円

2,810億円

障害児措置費・給付費（義務的経費）

自立支援給付（義務的経費）

地域生活支援事業等（裁量的経費）

障害福祉サービス関係予算額は１２年間で約２.８倍に増加している。

（注１）平成20年度の自立支援給付費予算額は補正後予算額である。
（注２）平成21年度の障害児措置費・給付費予算額は補正後予算額である。
（注３）平成29年度以降の地域生活支援事業等には地域生活支援促進事業分も含まれる。

10,373億円
（+11.4%）

10,849億円
（+4.6%）

11,560億円
（+6.5%）

12,656億円
（+9.5%）

5,380億円

5,840億円
（+8.6%）

5,989億円
（+2.5%）

6,716億円
（+12.1%）

7,346億円
（+9.4%）

8,406億円
（+14.4%）

9,314億円
（+10.8%）

13,810億円
（+9.1%）

15,037億円
（+8.9%）

（億円）

障害福祉サービス等予算の推移
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居宅介護

7.2%

重度訪問介護 3.4%

行動援護 0.5%

同行援護 0.7%

療養介護 2.6%

生活介護

29.5%

短期入所 1.7%

施設入所支援 7.9%

共同生活援助

（介護サービス包括型)

7.6%

共同生活援助

（外部サービス利用型) 0.6%自立訓練(機能訓練) 0.1%

自立訓練(生活訓練) 0.7%

宿泊型自立訓練 0.2%

就労移行支援 2.8%

就労継続支援A型

4.3%

就労継続支援B型

14.0%

計画相談支援

1.0%

障害児相談支援 0.3%

児童発達支援 3.8%

放課後等デイサービス

10.4%

福祉型障害児入所施設 0.2% 医療型障害児入所施設 0.2% 居宅介護

重度訪問介護

行動援護

重度障害者等包括支援

同行援護

療養介護

生活介護

短期入所

施設入所支援

共同生活援助

（介護サービス包括型)

共同生活援助

（外部サービス利用型)

自立訓練(機能訓練)

自立訓練(生活訓練)

宿泊型自立訓練

就労移行支援

就労移行支援（養成施設）

就労継続支援A型

就労継続支援B型

計画相談支援

地域移行支援

地域定着支援

障害児相談支援

児童発達支援

医療型児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

福祉型障害児入所施設

医療型障害児入所施設

※ 端数処理の関係で内訳の合計は総数に一致しない。

障害福祉サービス等におけるサービス種類別にみた総費用額及び構成割合

金額 比率
居宅介護 1,721 7.2%
重度訪問介護 800 3.4%
行動援護 121 0.5%
重度障害者等包括支援 3 0.0%
同行援護 177 0.7%
療養介護 617 2.6%
生活介護 7,040 29.5%
短期入所 411 1.7%
施設入所支援 1,888 7.9%
共同生活援助
（介護サービス包括型) 1,809 7.6%
共同生活援助
（外部サービス利用型) 152 0.6%
自立訓練(機能訓練) 26 0.1%
自立訓練(生活訓練) 167 0.7%
宿泊型自立訓練 48 0.2%
就労移行支援 674 2.8%
就労移行支援（養成施設） 1 0.0%
就労継続支援A型 1,025 4.3%
就労継続支援B型 3,335 14.0%
計画相談支援 239 1.0%
地域移行支援 2 0.0%
地域定着支援 2 0.0%
障害児相談支援 79 0.3%
児童発達支援 913 3.8%
医療型児童発達支援 10 0.0%
放課後等デイサービス 2,489 10.4%
保育所等訪問支援 7 0.0%
福祉型障害児入所施設 50 0.2%
医療型障害児入所施設 50 0.2%
合計 23,857 100.0%

総費用額（百万円）
平成29年度

出典：国保連データ
15

総費用額（億円）



（単位：円）

○ 障害者サービスでは、重度障害者等包括支援、重度訪問介護、療養介護において、１人当たりの費用月額が高くなっている。
○ 障害児サービスでは、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設において、１人当たりの費用月額が高くなっている。
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出典：国保連データ

障害福祉サービス等におけるサービス種類別にみた１人当たりの費用額（平成30年３月）
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就労継続支援Ａ型に係る法律上の規定

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年十一月七日
法律第百二十三号）（抄）

第五条

１４ この法律において「就労継続支援」とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労
の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のため
に必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成十八年二月
二十八日厚生労働省令第十九号）

（法第五条第十四項に規定する厚生労働省令で定める便宜）
第六条の十 法第五条第十四項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該
各号に定める便宜とする。
一 就労継続支援Ａ型 通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能であ
る者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必
要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援

17



就労継続支援Ａ型における運営基準

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等
の人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年九月二十九日厚生労働省令第百七十一号）（抄）

第四節 運営に関する基準
（就労）
第百九十一条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの
需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。

２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害
の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。

３ 指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努め
るとともに、その希望を踏まえたものとしなければならない。

（賃金及び工賃）
第百九十二条
２ 指定就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相
当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。

６ 賃金及び第三項に規定する工賃の支払いに要する額は、原則として、自立支援給付をもって充ててはならない。ただ
し、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

（実習の実施）
第百九十三条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、利用者が第百九十七条において準用する第五十八条の就労継続支援Ａ型
計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。
（求職活動の支援等の実施）
第百九十四条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に
努めなければならない。

２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と
連携して、利用者の就労に関する意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。

（職場への定着のための支援等の実施）
第百九十五条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター

等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければ
ならない。 18
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○ 就労継続支援A型の平成２９年度費用額は約１，０２５億円であり、介護給付・訓練等給付費総額

の約５．１％を占めている。

○ 総費用額、利用者数及び事業所数は、近年、大きく増加していたが、伸び率はおさまってきてい
る。

総費用額の推移 利用者数の推移 事業所数の推移
（百万円）

＋17.8％
（＋13,888百万円）

＋13.9％
（＋438ヵ所）

（ヵ所）（人）

＋14.8％
（＋8,498人）

＋30.0％
（＋11,003人）

＋29.9％
（＋614ヵ所）

【出典】国保連データ（利用者数及び事業所数は各年3月サービス提供分）

＋34.7％
（＋16,092百万円）

＋25.1％
（＋15,665百万円） ＋20.5％

（＋9,794人）

＋18.4％
（＋490ヵ所）

＋11.4％
（＋10,479 百万円） ＋4.6％

（＋3,012 人）

＋4.8％
（＋171ヵ所）
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就労継続支援Ａ型の現状①



○ 就労継続支援Ａ型の一人当たり平均費用月額は、毎年上昇傾向にある。

【出典】国保連データ（年度毎の総費用月額÷利用者数）
※平成30年度については、4～8月分

就労継続支援Ａ型の現状②
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371 431 466 502 530 564 578 
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16.8%

18.8%

22.7%
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55.5%

53.5%
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16.8%
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13.3%
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12.9%

12.1%

10.9%

9.0%

6.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H29年

Ｈ28年

Ｈ27年

Ｈ26年

Ｈ25年

Ｈ24年

Ｈ23年

社会福祉法人 営利法人 NPO法人 その他

2,054

1,058

1,527

【出典】国保連データ（各年度とも3月サービス提供分）

事業所数の推移 設置主体別割合の推移

○ 設置主体別に就労継続支援A型事業所数の推移を見ると、営利法人が設置する事業所数が著
しく増加している。

○ 設置主体別の割合を見ると、平成２７年度では、営利法人の割合が最も高く約５割となってお
り、社会福祉法人の割合は約２割となっている。

就労継続支援Ａ型事業所の設置主体別の状況

2,668

3,158

3,596
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【出典】平成３０年３月国保連データ

都道府県別就労継続支援（Ａ型）事業所数
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就労継続支援Ａ型利用者数の人口に占める割合
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【出典】平成30年３月国保連データ
（注）平成30年３月のＡ型事業所利用者数を平成30年１月１日住民基本台帳における各都道府県の人口で除して算出 23



19.3%

20.2%

20.8%

21.6%

21.9%

21.6%

34.2%

34.4%

35.0%

36.4%

39.4%

43.1%

45.5%

44.6%

43.5%

41.6%

38.5%

35.3%

0.9%

0.8%

0.7%

0.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成29年12月

平成28年12月

平成27年12月

平成26年12月

平成25年12月

平成24年12月

身体障害者 知的障害者 精神障害者 障害児 難病等対象者

利用者の障害種別の分布状況

身体障害者 知的障害者 精神障害者 障害児 難病等対象者 合計

Ｈ２４.１２ 5,505 10,962 8,989 4 － 25,460 

Ｈ２５.１２ 7,562 13,627 13,317 8 90 34,604 

Ｈ２６.１２ 9,716 16,385 18,738 13 203 45,055 

Ｈ２７.１２ 11,519 19,327 24,059 7 367 55,279 

Ｈ２８.１２ 12,977 22,112 28,627 6 517 64,239 

Ｈ２９.１２ 13,311 23,521 31,313 7 649 64239

【出典】国保連データ

（単位：人）

○ 身体障害者、知的障害者の利用割合は減少傾向にある。

○ 精神障害者の利用割合は増加傾向にあり、全利用者に占める割合が４割を超えている。
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就労継続支援Ａ型の障害種別の利用現状



2.5%

2.5%

2.7%

2.9%
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3.2%
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21.8%

22.4%

22.5%

23.3%

23.9%

21.1%
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24.8%

26.3%

26.4%

26.8%
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18.9%

18.6%
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6.8%
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6.5%
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5.7%

5.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成29年12月

平成28年12月

平成27年12月

平成26年12月

平成25年12月

平成24年12月

18歳未満 18歳以上20歳未満 20歳以上30歳未満 30歳以上40歳未満

40歳以上50歳未満 50歳以上60歳未満 60歳以上65歳未満 65歳以上

利用者の年齢階層別分布の状況

18歳未満
18歳以上20

歳未満
20歳以上30

歳未満
30歳以上40

歳未満
40歳以上50

歳未満
50歳以上60

歳未満
60歳以上65

歳未満
65歳以上 合計

Ｈ２４.１２ ４１ ８１４ ６，０８３ ６，６９３ ６，３０１ ４，０３９ １，３３５ １５４ ２５，４６０

Ｈ２５.１２ ４７ １，０７２ ８，０６０ ８，５６９ ８，８６１ ５，７１６ １，９８８ ２９１ ３４，６０４

Ｈ２６.１２ ５５ １，２９２ １０，１３６ １０，８０３ １１，７５８ ７，８７３ ２，７１７ ４２１ ４５，０５５

Ｈ２７.１２ ４２ １，４８９ １２，３６０ １２，６１９ １４，３１０ １０，２７３ ３，５８３ ６０３ ５５，２７９

Ｈ２８.１２ ５７ １，６２５ １４，００５ １４，０２３ １７，２３８ １２，１７３ ４，３１７ ８０１ ６４，２３９

Ｈ２９.１２ ３８ １，７０６ １４，９３０ １４，５３４ １８，１３４ １３，７７９ ４，６６４ １，０１６ ６８，８０１

【出典】国保連データ

（単位：人）

○ 年齢階層別の利用者分布の推移を見ると、４０歳以上の利用者が増えてきており、半数以上が

４０歳以上である。

就労継続支援Ａ型の年齢階層別の利用現状
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H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

就労継続支援Ａ型事業所における平均賃金月額の推移

○ 就労継続支援Ａ型事業所における平均賃金月額は、平成26年度までは減少傾向であったが、近年は増加傾
向にある。

【出典】工賃・賃金実績調査（厚生労働省調べ）

（※）平成２３年度までは、就労継続支援A型事業所、福祉工場における平均賃金

26



就労継続支援Ａ型 都道府県別平均賃金月額の比較（平成28年度、平成29年度）

（注） 就労継続支援Ａ型事業所の平均

（円／月額）

【出典】工賃実績調査（厚生労働省調べ）

都道府県 平成28年度 平成29年度 伸び率 都道府県 平成28年度 平成29年度 伸び率

北海道 68,482 70,489 102.9% 滋賀県 83,945 84,750 101.0%

青森県 62,511 62,496 100.0% 京都府 88,848 88,148 99.2%

岩手県 71,245 75,144 105.5% 大阪府 71,739 76,493 106.6%

宮城県 65,118 71,476 109.8% 兵庫県 77,399 80,347 103.8%

秋田県 66,128 64,167 97.0% 奈良県 71,216 72,434 101.7%

山形県 68,868 72,994 106.0% 和歌山県 92,525 89,939 97.2%

福島県 71,370 69,917 98.0% 鳥取県 80,551 82,659 102.6%

茨城県 85,257 82,361 96.6% 島根県 84,638 84,631 100.0%

栃木県 64,127 66,095 103.1% 岡山県 72,369 75,096 103.8%

群馬県 68,653 66,511 96.9% 広島県 86,595 84,549 97.6%

埼玉県 68,869 70,379 102.2% 山口県 74,159 77,583 104.6%

千葉県 66,306 69,372 104.6% 徳島県 63,303 66,218 104.6%

東京都 91,417 90,407 98.9% 香川県 69,053 69,712 101.0%

神奈川県 81,002 78,869 97.4% 愛媛県 63,125 66,058 104.6%

新潟県 65,717 67,220 102.3% 高知県 84,309 88,205 104.6%

富山県 60,468 61,412 101.6% 福岡県 69,391 69,771 100.5%

石川県 67,639 67,889 100.4% 佐賀県 82,443 82,547 100.1%

福井県 76,391 79,910 104.6% 長崎県 80,077 82,339 102.8%

山梨県 67,520 66,261 98.1% 熊本県 65,019 69,200 106.4%

長野県 83,669 85,874 102.6% 大分県 79,077 78,807 99.7%

岐阜県 70,017 70,600 100.8% 宮崎県 59,224 61,392 103.7%

静岡県 70,347 71,575 101.7% 鹿児島県 62,984 66,547 105.7%

愛知県 74,298 76,269 102.7% 沖縄県 64,619 63,769 98.7%

三重県 68,828 72,171 104.9% 全国平均 70,720 74,085 104.8%
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就労継続支援Ａ型における平均賃金の状況

○ 平成２９年度の利用者１人当たりの平均賃金月額は７４，０８５円と１８年度と比べて約３４％減少している。
○ また、平均賃金を時給換算すると８１８円となり、同年度の最低賃金の全国平均８４８円に比べて３０円下回っている。

【出典】厚生労働省障害福祉課調べ

平均賃金月額 時間額

７４，０８５ 円 ８１８円
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平成１８→２９年度平均工賃分布図(施設数)

平成18年度

平成29年度

H29年度平均工賃
月額 74,085円

H18年度平均工賃
月額 113,077円
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平成29年度地域別最低賃金改定状況

都道府県名 最低賃金時間額（円） 都道府県名 最低賃金時間額（円）

北海道 810 滋賀県 813

青森県 738 京都府 856

岩手県 738 大阪府 909

宮城県 772 兵庫県 844

秋田県 738 奈良県 786

山形県 739 和歌山県 777

福島県 748 鳥取県 738

茨城県 796 島根県 740

栃木県 800 岡山県 781

群馬県 783 広島県 818

埼玉県 871 山口県 777

千葉県 868 徳島県 740

東京都 958 香川県 766

神奈川県 956 愛媛県 739

新潟県 778 高知県 737

富山県 795 福岡県 789

石川県 781 佐賀県 737

福井県 778 長崎県 737

山梨県 784 熊本県 737

長野県 795 大分県 737

岐阜県 800 宮崎県 737

静岡県 832 鹿児島県 737

愛知県 871 沖縄県 737

三重県 820 全国加重平均額 848 29
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○ 就労継続支援B型の平成２９年度費用額は約３，３３４億円であり、介護給付・訓練等給付費総

額の約１６．７％を占めている。

○ 総費用額、利用者数及び事業所数は、毎年増加している。

総費用額の推移 利用者数の推移 事業所数の推移
（百万円）

＋7.1％
（＋22,139百万円）

（ヵ所）

＋7.7％
（＋765ヵ所）

（人）

＋6.9％
（＋14,370人）

＋9.0％
（＋758ヵ所）

＋8.4％
（＋15,124人）

【出典】国保連データ（利用者数及び事業所数は各年3月サービス提供分）

＋10.2％
（＋24,697百万円）

＋8.3％
（＋22,139百万円）

＋6.9％
（＋13,602人）

＋8.0％
（＋736ヵ所）

＋7.9％
（＋24,543百万円）

＋7.0％
（＋15, 644人） ＋8.2％

（＋877ヵ所）

【参考2ｰ1】就労継続支援B型の現状
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平成29年12月

平成28年12月

平成27年12月

平成26年12月

平成25年12月

平成24年12月

身体障害者 知的障害者 精神障害者 障害児 難病等対象者

利用者の障害種別の分布状況

身体障害者 知的障害者 精神障害者 障害児 難病等対象者 合計

Ｈ２４.１２ 29,475 125,878 80,775 24 335 236,487 

Ｈ２５.１２ 27,878 119,986 72,619 30 234 220,747 

Ｈ２６.１２ 26,312 113,830 66,592 58 173 206,965 

Ｈ２７.１２ 24,788 107,487 60,126 64 109 192,574 

Ｈ２８.１２ 23,023 100,825 54,283 65 54 178,250 

Ｈ２９.１２ 21,194 92,373 48,518 65 0 162,150 

【出典】国保連データ

（単位：人）

○ 身体・知的障害者の利用割合は微減傾向にあり、精神障害者が微増傾向にある。

○ 知的障害者の利用割合が全体の５割以上を占める。
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【参考2ｰ2】利用者の障害種別分布状況



（※）平成２３年度までは、就労継続支援Ｂ型事業所、授産施設、小規模通所授産施設における平均工賃
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【参考2-3】就労継続支援Ｂ型事業所における平均工賃の推移

○ 就労継続支援Ｂ型事業所における平均工賃月額は、平成２０年度以降、毎年増加してきており、平成１８年
度から２７．６％上昇している。

【出典】工賃・賃金実績調査（厚生労働省調べ） 32



【参考2ｰ4】就労継続支援B型における工賃の状況

0～5千円未満 5千円以上～1万円未満 1万円以上～2万円未満

2万円以上～2万5千円未満

2万5千円以上～3万円未満

3万円以上4万5千円未満

○ 平成１８年度と比較すると、利用者１人あたりの平均工賃月額が２万円以上の事業所の割合は
全体の２２．５％に増加。

○ 平均工賃月額が１万円未満の事業所の割合は、全体の３３．６％に減少。
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4万5千円以上

【出典】工賃・賃金実績調査（厚生労働省調べ）



【参考2ｰ5】

就労継続支援Ｂ型 都道府県別平均工賃月額の比較（平成28年度、平成29年度）

（注） 就労継続支援Ｂ型事業所の平均

（円／月額）

【出典】工賃実績調査（厚生労働省調べ）

都道府県 平成28年度 平成29年度 伸び率 都道府県 平成28年度 平成29年度 伸び率

北海道 18,289 18,810 102.8% 滋賀県 18,038 18,156 100.7%

青森県 13,369 13,559 101.4% 京都府 16,855 16,724 99.2%

岩手県 18,808 18,982 100.9% 大阪府 11,209 11,575 103.3%

宮城県 18,695 17,862 95.5% 兵庫県 14,007 14,041 100.2%

秋田県 14,965 15,169 101.4% 奈良県 15,411 15,206 98.7%

山形県 11,430 11,016 96.4% 和歌山県 16,489 16,565 100.5%

福島県 14,425 14,602 101.2% 鳥取県 17,169 18,312 106.7%

茨城県 12,501 13,198 105.6% 島根県 18,994 19,133 100.7%

栃木県 16,157 16,612 102.8% 岡山県 13,691 14,160 103.4%

群馬県 16,860 17,139 101.7% 広島県 15,892 16,038 100.9%

埼玉県 14,492 14,517 100.2% 山口県 16,730 17,289 103.3%

千葉県 13,769 14,308 103.9% 徳島県 20,876 21,465 102.8%

東京都 15,349 15,752 102.6% 香川県 14,673 15,445 105.3%

神奈川県 13,677 14,047 102.7% 愛媛県 16,260 16,264 100.0%

新潟県 14,510 14,472 99.7% 高知県 19,629 19,694 100.3%

富山県 15,127 15,645 103.4% 福岡県 13,539 13,841 102.2%

石川県 16,783 16,552 98.6% 佐賀県 18,263 18,419 100.9%

福井県 22,128 22,312 100.8% 長崎県 15,919 16,389 102.9%

山梨県 15,846 15,741 99.3% 熊本県 13,924 14,490 104.1%

長野県 15,246 15,787 103.6% 大分県 16,823 17,101 101.7%

岐阜県 13,718 14,010 102.1% 宮崎県 17,960 18,585 103.5%

静岡県 15,159 15,675 103.4% 鹿児島県 15,239 16,174 106.1%

愛知県 14,812 15,297 103.3% 沖縄県 14,704 14,940 101.6%

三重県 14,346 14,915 104.0% 全国平均 15,295 15,603 102.0%
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Ⅲ 就労継続支援Ａ型の現状と課題等②
（適正な運営に向けた取組）



就労継続支援Ａ型事業所の適正な運営に向けた取組（平成28年度まで）

時期 対応内容

平 成 2 4 年 1 0 月 ○ 利用者のうち短時間利用者の占める割合が多い場合の減算（基本報酬の90％、75％）を創設 （平成24年度報酬改定）

平成27年９月

○ 指定就労継続支援Ａ型における適正な事業運営に向けた指導について（課長通知）
① 暫定支給決定の適正な運用の依頼
② 不適切な事業運営の事例を示すとともに、指導ポイントの明示

（不適切な事例）
 就労機会の提供に当たり、収益の上がらない仕事しか提供せず、生産活動による収益だ

けでは最低賃金を支払うことが困難である事例
 利用者の意向や能力等を踏まえた個別支援計画が策定されていない、全ての利用者の労

働時間を一律に短時間としている事例
 一定期間経過後に事業所を退所させている事例

平 成 2 7 年 1 0 月
○ 依然として短時間利用の問題が指摘されていることを踏まえ、短時間利用減算の仕組みを利用者割合から平均利用時間に見直

すとともに、減算割合（基本報酬の90％～30％）を強化 （平成27年度報酬改定）

平成28年３月

○ 就労移行支援及び就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）における適切なサービス提供の推進について（課
長通知）
① 暫定支給決定を要しない場合の基準（注）を明確化及び市町村間で差が出ないよう都道府県

の関与の依頼
② 不適切な事例（自立支援給付費を賃金に充当している事例等）に対し再度、指導後の改善見

込みがない場合の勧告、命令等の措置を講ずることを依頼
（注）暫定支給決定を要しない場合は以下のとおり。

・転居を伴う場合で転居後の事業所にアセスメント情報が引き継がれている。
・就労移行支援利用後に就労継続支援Ａ型の利用を希望する場合、移行支援事業所からアセスメント情報が引き継がれている。
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○障害福祉計画と整合性のとれた新規指定の実施

総量規制の対象サービスに、就労継続支援Ａ型を追加（施行規則第34条の20の改正）

→ 障害福祉計画に定めるサービスの必要な量に達している場合等は、指定権者は新たに就労継続支援
Ａ型事業所の指定をしないことが可能

※ 障害者福祉計画の作成に当たっては、地域の実情に即した実効性のある内容とするため、障害者等を
含む幅広い関係者の意見を反映し策定することとなっている。このため、自治体に応じてサービス必要量
は異なり、かつ、適正な就労継続支援Ａ型事業の参入見込みがあればそれを見込んだサービス必要量と
することも可能。

１．障害者総合支援法施行規則の改正

【参考】
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年十一月七日法律第百二十三号）（抄）
（指定障害福祉サービス事業者の指定）
第三十六条

２ 就労継続支援その他の厚生労働省令で定める障害福祉サービス（以下この条及び次条第一項において「特定障害福祉サービス」という。）に係る前
項の申請は、当該特定障害福祉サービスの量を定めてするものとする。

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成十八年二月二十八日厚生労働省令第十九号）（抄）
（法第三十六条第二項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス）
第三十四条の二十 法第三十六条第二項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス（第三十四条の二十二において「特定障害福祉サービ
ス」という。）は、生活介護、就労継続支援Ａ型及び就労継続支援Ｂ型とする。

37

就労継続支援Ａ型事業所の適正な運営に向けた取組（平成29年度以降）①



○希望を踏まえた就労機会の提供
 指定基準第191条（就労）に新たに、「指定就労継続支援Ａ型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就

労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしなければならない。」を規定。

→ 指定就労継続支援Ａ型は、利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、利用者に対し就労の機
会を提供するとともに、その就労の知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援を適切かつ効果的に行う障害福祉
サービスであることから、利用者の希望や能力を踏まえた個別支援計画の作成を徹底。

○賃金の支払い
 指定基準第192条（賃金及び工賃）に新たに、以下を規定し、就労の質の向上を推進。

・「指定就労継続支援Ａ型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に
相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。」

→ 社会福祉法人会計基準や就労支援事業会計基準に規定されていたものを新たに指定基準として規定。当該指定基準
を満たさない場合には、経営改善計画書を提出し経営改善に取り組む。

・「賃金の支払に要する額は、原則として、自立支援給付をもって充ててはならない。ただし、災害その他やむを得ない理
由がある場合は、この限りでない。」

→ 自立支援給付はサービス管理責任者、職業指導員、生活支援員等の人件費等に充てるものであり、賃金に充てること
はできないことを規定。ただし、経営改善計画書を提出した事業所の経営改善期間中は、自立支援給付を充てても差し
支えないこととしている。

○運営規程の記載事項の追加
 現在、運営規程には、「事業の目的及び運営の方針」、「従業者の職種、員数及び職務の内容」、「営業日及び営業時

間」等を定めることとなっているが、就労継続支援Ａ型事業者における運営規程には、新たに「主な生産活動の内容」、
「賃金」 、「労働時間」を規定する。

２．指定基準（運営基準）の改正
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就労継続支援Ａ型事業所の適正な運営に向けた取組（平成29年度以降）②



職員１人当たりの年間給与額

（出典）平成29年障害福祉サービス等経営実態調査集計結果報告書

○ 就労継続支援Ａ型の直接処遇職員の給与は他の就労系サービスに比べて低い傾向にある。

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

1 施設長・管理者 5,211,106 3,725,738 4,918,463 4,977,290 3,958,306 3,311,734 4,940,810 3,837,215

2 サービス管理責任者 4,699,528 2,857,736 4,131,701 1,500,000 3,208,238 2,102,317 4,177,367 2,034,000

12 就労支援員 3,398,383 2,028,255 3,336,832 2,109,184 - - - -

13 職業指導員 3,006,554 1,854,955 3,146,006 1,848,737 2,657,253 1,809,007 3,068,521 1,749,329

15 生活支援員 3,620,957 2,016,671 3,032,796 2,044,353 2,603,898 1,731,524 3,115,830 1,892,879

客体数

就労継続支援Ｂ型

378

就労継続支援Ａ型

440

全体

8,993

就労移行支援

374
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○個別支援計画の作成
個別支援計画の様式例を示すとともに、個別支援計画に記載すべき内容を提示。

（個別支援計画で記載すべき内容）
・ 利用者の希望する業務内容、労働時間、賃金、一般就労の希望の有無等
・ 利用者の希望する生活や課題等を踏まえた短期目標、長期目標
・ 利用者の希望を実現するための具体的な支援方針・内容

○経営改善計画の作成
生産活動に係る事業収入から最低賃金を支払えない場合には、経営改善計画書を提出。改善の見込みがない場合には、
指定の取消等を検討。

○新規指定時の取扱い
新規指定時には、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額により利用者に対する
最低賃金を支払うことができる事業計画になっていることを事業計画書の提出により必ず確認した上で、指定の可否を判断
することを徹底。

○情報公表の推進
障害福祉サービスの情報公表制度については、平成30年４月から施行されるが、就労継続支援Ａ型事業所は先行して、障
害者やその家族等が適切な事業所を選択できるように、以下の情報を自治体のホームページで公表、又は事業所のホーム
ページでの公表を促すことを各都道府県等に依頼。貸借対照表等を含めたＮＰＯ法人の財務状況を監査する監事について
は、公認会計士又は税理士を登用し、株式会社の監査役も同様とすることが望ましい。

（情報公表を依頼している内容）
・貸借対照表、事業活動計算書、就労支援事業活動計算書、就労支援事業別事業活動明細書
・主な生産活動の内容
・平均月額賃金

３．指定基準の見直し等に関する取扱い及び様式例（課長通知）
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就労継続支援Ａ型事業所の適正な運営に向けた取組（平成29年度以降）③



就労継続支援Ａ型事業所の適正な運営に向けた取組の流れ①

都道府県等への申請

・人員基準を満たさないとき
・設備、運営基準を満たさないとき
・取消しから５年を経過していないとき 等

指定基準第192条第2項を満たす事
業計画となっておらず、指定基準
を満たすことが困難

（就労継続支援Ａ型事業を行う者）

指定の拒否
（法36条第3項）

指定
（法36条第1項）

半年後を目途に実地指導
・指定基準に従った適切な
事業運営を行っていない時

勧告・命令等
（法49条第1･2項、4項）

（法50条第1項）

・指定基準に従った適切
な事業を行っている場合

適宜、実地指導等で
運営状況を確認

・都道府県等が収益改善が見
込めると認める場合

（以後、既存事業所と同様の取扱い）

経営改善計画の
作成指示
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生産活動収支が最低賃金を支払うこと
ができる事業計画になっていること



事業所の実態を確認

経営改善計画の作成指示
（指定基準第192条第2項に違反している場合）

勧告・命令等
（法49条第1･2項、4項）

（法50条第1項）

経営改善計画の
再作成（2年目）

・指定基準に従った適切な事業運営を行っていない時 ・指定基準に従った適切な事業を行っている場合

適宜、実地指導等で運営状況を確認

・指定基準を満たさず、経営改善
の見込みがない

１年後に実態調査

・指定基準違反

更なる経営改善計画の
作成（3年目以降）

指定基準に従った適切な事業を行っている場合

指定基準に従った適切な事業を行っている場合

・生産活動に係る事業の収入額が増加している又は生産活動に係る事業
に必要な経費が減少しており、今後、収益改善の見込みがあると都道府
県等が認める場合、更に１年間の計画作成を認める。
（H30.3.2通知にて要件緩和）
・生産活動に係る事業の収入額が利用者に支払う賃金総額以上

・提出済みの経営改善計画に基づく改善の取組を具体的に実施しており、
今後経営改善の見込みがあると都道府県等が認めた場合

・生産活動に係る事業の収入額が増加又は生産活動に係る事業に
必要な経費が減少しており、収益改善が認められる
・利用者の平均労働時間が長くなっている
・利用者に支払う賃金総額が増えている

全ての事業所に１年間の猶予期間

１年後に実態調査

生産活動収支が利用者に支払う賃金以上
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就労継続支援Ａ型事業所の適正な運営に向けた取組の流れ②



全国の就労継続支援Ａ型のうち、経営改善計画書を提出する必要のある事業所の状況等を調査。（平成29年12月末時点の状
況）

指定就労継続支援Ａ型における経営改善計画書の提出状況

指定権者
指定事業

所数
実態把握済み

事業所数

経営改善計画書の提出状況

必要なし
（生産活動収支≧利

用者賃金）

必要あり
（生産活動収支＜

利用者賃金） 提出済 提出率

都道府県
（47）

2,209 1,784 530 29.7% 1,254 70.3% 986 78.6%

指定都市
（20）

912 618 158 25.6% 460 74.4% 412 89.6%

中 核 市
（48）

710 634 191 30.1% 443 69.9% 371 83.7%

合 計 3,831 3,036 879 29.0% 2,157 71.0% 1,769 82.0%

○ 実態把握を行った3,036事業所のうち、経営改善計画書の提出が必要ない事業所は879（29.0％）、
必要がある事業所は2,157（71.0％）

○ 経営改善計画書を提出する必要がある事業所2,157のうち、提出済み事業所は1,769（82.0％）
○ 経営改善計画書の提出の必要がある事業所2,157のうち、営利法人の設立５年未満の事業所が約半数（49.7％）。

調査結果

調査概要

※ 指定事業所数は、実態把握済み事業所数及び実態把握中の事業所数、新規指定事業所数を含む。
※ 経営状況未把握の指定権者は２自治体である。

５年以上 ５年未満 合計

法
人
種
別

社会福祉法人
160 89 249

7.4% 4.1% 11.5%

営利法人
252 1,073 1,325

11.7% 49.7% 61.4%

非営利法人
（NPO）

134 192 326

6.2% 8.9% 15.1%

その他
33 224 257

1.5% 10.4% 11.9%

計
579 1,578 2,157

26.8% 73.2% 100.0%

【経営改善計画書の提出状況】 【経営改善計画書の提出が必要な事業所の内訳】
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事業者の責務等について①

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年十一月七日
法律第百二十三号）（抄）

（指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者の責務）
第四十二条 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者（以下「指定事業者等」
という。）は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思
決定の支援に配慮するとともに、市町村、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を
実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害福祉サービスを当該障害
者等の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害者等の立場に立って効果的に行うよう
に努めなければならない。

２ 指定事業者等は、その提供する障害福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずること
により、障害福祉サービスの質の向上に努めなければならない。

３ 指定事業者等は、障害者等の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守
し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

（指定障害福祉サービスの事業の基準）
第四十三条
４ 指定障害福祉サービス事業者は、第四十六条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をした
ときは、当該届出の日前一月以内に当該指定障害福祉サービスを受けていた者であって、当該事業の
廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希
望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事
業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
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○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成十八年二
月二十八日厚生労働省令第十九号）

（指定障害福祉サービス事業者の名称等の変更の届出等）
第三十四条の二十三
４ 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとする
ときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次の各号に掲げる事項を当該指定障害福祉サービス事
業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止し、又は休止しようとする理由
三 現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に関する次に掲げる事項

イ 現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に対する措置
ロ 現に当該指定障害福祉サービスを受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き
当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無

ハ 引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な
障害福祉サービスを継続的に提供する他の指定障害福祉サービス事業者の名称

四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年十一月七日
法律第百二十三号）（抄）

（変更の届出等）
第四十六条
２ 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとする
ときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府
県知事に届け出なければならない。

事業者の責務等について②
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【参考3-1】広島県・福山市の取組

平成29年11月17日 一般社団法人「しあわせの庭」が経営破綻

平成30年1月18日 広島県障害者自立支援協議会において本事案の検証開始

平成30年12月6日 検証報告書作成（広島県HPでも公表）

～検証報告書より～

【経営破綻の原因】

・借入金、訓練等給付費、特開金等に依存した経営、見通しの甘い事業拡大・・・等

【課題】

・広島県及び福山市の事業所指定が形式的（事業計画の実現可能性、財務基盤の健
全性等の審査が不十分だった）

・実地指導において、会計経理についての検査を行っていなかった

・支給決定の形骸化、相談支援事業所との連携が不十分・・・等
※H28・29の県内A型の支給決定数967件について、セルフプラン434件（44％）、暫定支給決定228件（24％）

【再発防止に向けて】

・事業所指定、指導の適正化（体制強化、市町との連携強化等）

・A型事業所の底上げ（経営改善支援、情報公表の徹底、職員の資質向上支援等）

・関係機関の連携（ハローワーク、自治体、相談支援事業所、自立支援協議会等）・・・等
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【参考3-2】計画相談支援 関連データ（都道府県別：実績）

単位：％ 【都道府県名の下の数字は順位 進捗率平均97.6% セルフ率平均17.3%）】

○ 都道府県別 計画相談支援実績 （Ｈ29.3：厚生労働省調べ）

↑ 同月の障害福祉サービス・地域相談支援の利用者のうち既にサービス等利用計画を作成しているものの割合
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Ⅳ 就労継続支援Ａ型の現状と課題等③
（経営改善支援策等）



全国の就労継続支援Ａ型事業所のうち経営改善計画書の提出が必要（生産活動収支＜利用者賃金）な事業所
は７１％。これらの事業所に対しては以下の支援等を実施し、事業運営の安定化を図る。

就労継続支援Ａ型に対する経営改善支援策について

○ 予算事業（工賃向上計画支援等事業）による支援（平成30年度予算：3.6億円）

経営コンサルタントや専門家の派遣等による経営改善支援や技術指導による品質向上支援の実施

○ 平成30年度報酬改定による支援
販路の拡大、商品開発等を行う賃金向上のための指導員を配置した場合、報酬を加算（70～15単位／日）

○ 国モデル事業の実施（平成30年度予算：11,741千円）

賃金の向上を目指す就労継続支援Ａ型事業所を個別に支援し、生産活動収入のみから賃金を払う事例を構
築し、周知・展開するモデル事業の実施
※ 平成29年度には、「就労継続支援A型・B型の賃金・工賃の向上に関するモデル事例収集と成功要因の分析に係る調査研究」を実施し、生産活動収入の増加や工賃・賃金の向上につながった

取組などを整理し、平成30年７月に各都道府県、事業者団体等に周知。

○ 好事例の収集によるノウハウの共有
生産活動収入のみから利用者賃金を支払えるようになった好事例を収集し、全国に周知

○ これらの支援策を実施しつつ、経営改善計画の期間（原則１年）について、延長する要件を緩和
・ 以下のいずれかの要件を満たし、収益改善の見込みがあると都道府県等が認める場合。

（現行要件）生産活動事業の収入額が増加している又は生産活動に係る経費が減少している場合。

（追加要件①）生産活動収入が、賃金総額を上回っている場合。

（追加要件②）経営改善計画に基づく改善の取り組みを具体的に実施しており、改善の見込みがあると指定権者が認めた場合。

厚生労働省としての取組

○ 「よろず支援拠点」の活用
中小企業等に対し、経営改善に関する専門的な助言を行うワンストップ相談窓口（よろず支援拠点）の活用を周知

中小企業庁における経営改善に係る相談機関の活用
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工賃向上計画支援等事業

就労継続支援事業所等の利用者の工賃・賃金向上等を図るため、事業所に対する経営改善や商品開発等に対
する支援、共同受注窓口による情報提供体制の整備及び在宅障害者に対するICTを活用した就業支援体制を構
築するためのモデル事業等を実施する。

事業目的

事業の実施主体

○都道府県（基本事業及び特別事業の①及び②）

○都道府県（社会福祉法人やＮＰＯ法人等の民間団体の取組に補助する場合にその費用を負担）（特別事業の③）

基本事業（補助率：１／２）

①経営力育成支援
○ 事業所の経営力育成・強化に向け、専門家等による

効果的な工賃向上計画の策定や管理者の意識向上の
ための支援を実施

②品質向上支援
○ 事業所が提供する物品等の品質向上に向け、共同

受注窓口と専門家等の連携による技術指導や品質管
理に係る助言等の支援を実施

○ 事業所の職員を対象に、商品開発や販売戦略、生産
活動への企業的手法の導入などに係る研修会を開催

③事業所職員の人材育成支援

特別事業（補助率：１０／１０）

①共同受注窓口の情報提供体制の構築支援

○ 共同受注窓口による事業所が提供する物品等
の情報提供体制を確立するための支援を実施

②農福連携による就農促進プロジェクト

○ 専門家を派遣することによる農業技術に係る指
導や６次産業化に向けた支援、農業に取り組む事
業所によるマルシェの開催支援を実施

③在宅就業の支援体制の構築（モデル事業）

○ 在宅障害者に対する仕事の発注の開拓、企業か
ら発注される仕事とのマッチング等のICTを活用し
た就業支援体制を構築するモデル事業に対して補
助する場合にその費用を負担

特別事業（負担割合：国１／２、都道府県１／２）

平成30年度予算額 平成31年度要求 差引増▲減額
359,513千円 →      560,363千円 ＋200,850千円

○ 芸術文化も含めた商品はサービスのＰＲを行うととも
に、販売会・商談会を実施

④販路開拓支援新
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支援ノウハウのある法人

工賃等向上に向けた全国的支援体制構築モデル事業の概要
（就労継続支援事業所における工賃・賃金の向上に向けた支援体制構築に係る調査研究）

都道府県域を超えた工賃倍増等へ取組実績がある法人が、全国の工賃等向上の実事例を収集し整理
するとともに、全国展開を図るために、こうした事例を用いた経営改善支援を工賃向上計画支援等事
業の基本事業を実施する都道府県とも連携して実施することで、工賃・賃金の一層の向上を目指す就
労継続支援事業所を支援する。

事業目的

○社会福祉法人、 NPO法人、民法法人、株式会社等

全国レベルでの工賃等の一層の向上を目指すため、以下
の事業を実施する。
① 受託法人として支援を実施した結果、工賃倍増等につな
がっている実事例の整理

② 実事例について、全国レベルでの周知・展開
③ 工賃向上計画支援等事業の基本事業を実施する都道府県
と連携した経営改善等支援の実施(訪問支援：５箇所実施)

④ 経営改善等支援を実施した結果、工賃倍増等につながっ
た実事例の国への報告

平成30年度予算額 平成31年度予算案 差引増▲減額
11,741千円 →    11,741千円 ±０千円

（障害者総合支援事業費補助金）

事業内容

実施主体

＜事業のスキーム＞

厚生労働省

委託

全
国
の
数
事
業
所
に

経
営
改
善
の
支
援

実
事
例
の
報
告
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【参考4ｰ1】障害者の活躍する場の広がり①

就労継続支援Ａ型事業所の事例

（事例１）観光と福祉の連携
 当該事業所では、施設外就労として地域のリゾート

ホテルの客室清掃業務を行っている。
 障害特性に応じた作業のレクチャー、体調に応じた

シフト作成により、約１２人の障害者が働いており、
国内外から訪れる観光客に快適な客室を提供す
る。

 人材不足に悩む観光産業と、働く場を求める障害
者施設を行政が結びつけて始まったプロジェクト。

（事例２）介護施策との連携
 法人が運営する介護老人保健施設において、清

掃、洗濯、リネン交換、介護補助等を行っている。
 主に知的障害のある約１０人の利用者が、シフト制

で１日実働６．５時間、週５日で勤務する。
 作業面での自立を目指すだけではなく、社会人とし

てのマナーを備えるため、言葉遣い、身だしなみ
チェック、マナー講習等も力を入れている。

 働く力を身につけた利用者は、一般企業や他の介
護事業所等への就労に送り出している。

 平成２８年度の平均月額賃金は、約１３万円

○ 障害者が地域の人手不足が深刻な産業や、高齢化に悩む地域を支えている事例が地域で産ま
れている。

○ 様々な業界、分野と連携し、障害者が活躍する場が広がっている。
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就労継続支援Ａ型事業所の事例

（事例１）
 法人内で生産する農産物を基盤に、県内農産品を

加工･販売することにより、障害者の働く場を広げ、
地域の農業を活性化。地元農家や農協、行政と
ネットワークを構築し、地域全体で連携して取組む。

 A型利用者約２０人のうち、一部（※）が、地元の野菜
や果実からジュースやジャムを製造し、販売する。

 平成２８年度の平均月額賃金：約１４万5千円
※農業以外に自動車部品組立作業も行っている。

（事例２）
 就労継続支援Ａ型事業所として、農業と加工作業を

組合せて通年の作業を確保。２０人の利用者が、主
にジャガイモの生産と加工を行い、総菜チェーンや
地元の食堂に販売し、安定収益を上げている。Ａ型
利用者から支援スタッフへのキャリアアップも実現。

 地域の高齢者を積極的に雇用し、農業の経験や知
恵を伝承。高齢者の生きがい創出にもなっている。

 平成２８年度の平均月額賃金：約１０万８千円

○ 障害者就労施設が、有機農業によって付加価値の高い農作物を生産し、また、加工・販売まで
手掛けること（６次産業化）によって、高い工賃（賃金）を実現している事例もある。

○ また、農業分野には、多様な作業があることから、障害者の特性に応じた仕事を開発することに
より、より多くの障害者の雇用・就労につながる。また、地域の農家ともつながることにより、地域活
性化や地方創生にも資する事例もでてきている。
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【参考4ｰ2】障害者の活躍する場の広がり②（農福連携）
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㉑公共や民間の経営相談窓口を活用した（経済産業省のよろず支援拠点等）

⑳公共や民間の各種助成金を活用した（日本財団、ヤマト福祉財団等）

⑲一般企業や企業団体と業務提携をおこなった

⑱一般企業や企業団体から助言・アドバイスをもらった

⑰共同受注窓口や共同受注センター等を利用した

⑯作業環境の改善に取り組んだ

⑮利用者のスキルアップの取組みを計画的におこなった

⑭設備投資、機械購入をおこなった

⑬既存の販路における売上拡大に取り組んだ

⑫新たな販路開拓をおこなった

⑪新商品や新サービスの開発・商品改良に取り組んだ

⑩収益性や生産性の低い作業を廃止した

⑨賃金向上を目的に新たに事業（作業）を立ち上げた

⑧企業出身者を採用した

⑦賃金向上に消極的な職員を異動させた

⑥賃金向上に意欲的な職員を配置した

⑤職員を賃金向上を目的とした研修に参加させた

④幹部が賃金向上を目的とした研修に参加した

③作業部門ごとに売上・利益目標を設定した

②作業部門ごとの売上・利益などを分析した

①賃金向上を目的とした事業所内会議をおこなっている
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あまり効果がなかった ほとんど効果がなかった

平成29年度障害者総合福祉推進事業「就労継続支援A型・B型の賃金・工賃の向上に関するモデル事例収集と成功要因の分析にかかる調査研究」より

【参考4-3】就労継続支援A型事業所における賃金向上のための工夫とその効果
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※ ①②⑫⑮⑯は、積極的に実施、または実施されている工夫であり、とても効果があった、効果があったとの回答が多かった。

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000307924.pdf



就労継続支援A 型・B 型の賃金・工賃の向上に関するモデル事例収集と成功要因の分析に係る調査研究
（厚生労働省平成２９年度障害者総合福祉推進事業）のアンケート調査結果より引用

【参考4-4】就労継続支援Ａ型・Ｂ型事業所における生産活動の内容

就労継続支援Ａ型 就労継続支援Ｂ型

事業所がおこなっている生産活動の内容について、「清掃・施
設管理」が多くみられ、次いで「農作業」、「菓子製造」、「部品・
機械組立」「パン製造」となっている。

事業所がおこなっている生産活動の内容について、「清掃・施設
管理」が多くみられ、「農作業」、「部品・機械組立」、「弁当・配食・
惣菜」、「クリーニング」が続く。「その他」としては、介護業務や宿
泊業、あんま・マッサージやポスティングが含まれる。

(n=206：複数回答) (n=291：複数回答)
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【参考4-5】一般社団法人日々木の森農園カフェ日々木（就労継続支援A型）

出典：厚生労働省平成29年度障害者総合福祉推進事業「就労継続支援A型・B型の賃金・工賃の向上に関するモデル事例収集と成功要因の分析に係る調査研究」（受託法人：NPO法人全国就業支援ネットワーク）

・築60年以上の古民家を活かしたカフェで、地元農家と連携したランチを提供

賃金向上に繋がる取り組み

地域連携：法人代表が、県の中小企業
家同友会で積極的に活動し、分野・業
種問わずネットワークを構築。

営業努力：地元の観光業者と連携し、
団体旅行客や外国人観光客にも人気
を得ている。

その他：あくまでも通過施設として就職
を支援。自己評価・他己評価の導入等
でモチベーション向上を図っている。

利用者の主たる障害(平成28年度)

生産活動 : 食品製造・販売､
農作業 現員 平均賃金月額 生産活動年間売上

平成28年度 11人 70,898円 1,651万円

平成27年度 14人 68,912円 1,537万円

平成26年度 13人 58,689円 1,513万円

身体 知的 精神 発達 高次脳 難病 その他

2人 2人 7人 0人 0人 0人 0人
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【参考4-6】社会福祉法人青山２１げんきファーム（就労継続支援A型）

出典：厚生労働省平成29年度障害者総合福祉推進事業「就労継続支援A型・B型の賃金・工賃の向上に関するモデル事例収集と成功要因の分析に係る調査研究」（受託法人：NPO法人全国就業支援ネットワーク）

・地域農業の担い手として、また精神障害者の就労機会の場として立ち上げ

賃金向上に繋がる取り組み

高品質：トマトは糖度について全量検
査することで品質を担保し、リピーター
を獲得している。

安定利用：体調の波がある利用者もい
るが、やりがいのある仕事、役割をも
たせることで安定利用に繋げている。

その他：賃金は努力やモチベーション
を反映。平成29年度は4名が一般就
労。

利用者の主たる障害(平成28年度)

生産活動 : トマトの生産・販
売、花苗の生産、環境整備等

身体 知的 精神 発達 高次脳 難病 その他

1人 3人 10人 0人 0人 0人 0人

現員 平均賃金月額 生産活動年間売上

平成28年度 15人 73,300円 2,771万円

平成27年度 15人 63,030円 2,611万円

平成26年度 15人 48,789円 2,128万円
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Ⅴ 平成30年度報酬改定
（参考）



平成29年障害福祉サービス等経営実態調査結果について

サービスの種類
H26実調 H29実調

対25年度
増 減

サービスの種類
H26実調 H29実調

対25年度
増 減25年度決算 28年度決算 25年度決算 28年度決算

訪問系サービス 相談系サービス

居宅介護 9.4% 5.9% -3.5% 計画相談支援 2.4% 1.0% -1.4%

重度訪問介護 12.8% 7.9% -4.9% 地域移行支援 2.2% 4.2% 2.0%

同行援護 9.5% 5.3% -4.2% 地域定着支援 1.0% 1.7% 0.7%

行動援護 12.1% 6.5% -5.6% 障害児相談支援 3.3% -0.5% -3.8%

日中活動系サービス 障害児入所サービス

短期入所 8.7% 3.8% -4.9% 福祉型障害児入所施設 9.7% 0.0% -9.7%

療養介護 12.9% 3.3% -9.6% 医療型障害児入所施設 4.4% 2.2% -2.2%

生活介護 13.4% 5.3% -8.1% 障害児通所サービス

施設系・居住系サービス 児童発達支援 4.7% 4.8% 0.1%

施設入所支援 4.6% 4.8% 0.2% 医療型児童発達支援 ※ 1.1% 0.0% -1.1%

共同生活援助（介護サービス包括型） 6.5% 9.2% 2.7% 放課後等デイサービス 14.5% 10.9% -3.6%

共同生活援助（外部サービス利用型） 3.2% 6.8% 3.6% 保育所等訪問支援 0.9% 0.4% -0.5%

訓練系・就労系サービス 全サービス平均

自立訓練（機能訓練） ※ 5.6% 2.1% -3.5% 障害者サービス 9.7% 6.2% -3.5%

自立訓練（生活訓練） 9.6% 9.2% -0.4% 障害児サービス 9.1% 4.6% -4.5%

就労移行支援 16.8% 9.5% -7.3% 全体（有効回答率：51.6％） 9.6% 5.9% -3.7%

就労継続支援Ａ型 9.4% 14.2% 4.8%
※ 参考 平成26年経営実態調査における全体の有効回答率：33.2％

就労継続支援Ｂ型 10.1% 12.8% 2.7%

収支差率＝（障害福祉サービス等の収益額 - 障害福祉サービス等の費用額） ／ 障害福祉サービス等の収益額

注１：サービスの種類に「※」のあるサービスについては、集計施設・事業所数が少なく、集計結果に個々のデータが大きく影響していると考えられるため参考数値として公表している。
注２：共同生活援助（介護サービス包括型）と共同生活援助（外部サービス利用型）の平成25年度決算の収支差率については、グループホーム一元化前の共同生活介護と共同生活援助の数値である。
注３：重度障害者等包括支援については、有効回答数が極めて少ないため公表の対象外としている。
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就労系サービスにおける賃金・工賃・職場定着の向上（１）
○ 障害者がその適性に応じて能力を十分に発揮し、地域で自立した生活を実現することができるよう、一般就労への

定着実績や工賃実績等に応じた報酬体系とし、工賃・賃金向上や一般就労への移行を更に促進させる。

○ 基本報酬については、定員規模別の設定に
加え、就職後６か月以上定着した割合に応じ
た報酬設定とする。

○ 定着率が高いほど、利用者の地域生活の継
続に資することや、支援コストがかかると考
えられるため高い報酬設定とし、メリハリを
つける。

※ このほか、福祉専門職員に
作業療法士の追加等の改定を
実施。

改定前 改定後

基本報酬 就職後６月以上定着率 基本報酬

804単位

５割以上 1,089単位

４割以上５割未満 935単位

３割以上４割未満 807単位

２割以上３割未満 686単位

１割以上２割未満 564単位

０割超１割未満 524単位

０ 500単位

就労移行支援

○ 基本報酬については、定員規模
別の設定に加え、１日の平均労働
時間に応じた報酬設定とする。

○ 労働時間が長いほど、利用者の
賃金増加につながることや、支援
コストがかかると考えられるため
高い報酬設定とし、メリハリをつ
ける。

就労継続支援A型

＜定員20人以下＞

改定前 改定後

基本報酬 １日の平均労働時間 基本報酬

584単位

７時間以上 615単位

６時間以上７時間未満 603単位

５時間以上６時間未満 594単位

４時間以上５時間未満 586単位

３時間以上４時間未満 498単位

２時間以上３時間未満 410単位

２時間未満 322単位

○ 基本報酬については、定員規模
別の設定に加え、平均工賃月額に
応じた報酬設定とする。

○ 工賃が高いほど、自立した地域
生活につながることや、生産活動
の支援に労力を要すると考えられ
ることから、高い報酬設定とし、
メリハリをつける。

就労継続支援B型

改定前 改定後

基本報酬 平均工賃月額 基本報酬

584単位

4.5万円以上 645単位

3万円以上4.5万円未満 621単位

2.5万円以上3万円未満 609単位

2万円以上2.5万円未満 597単位

１万円以上2万円未満 586単位

５千円以上１万円未満 571単位

５千円未満 562単位

＜定員20人以下、人員配置7.5：1＞

＜定員20人以下、人員配置7.5：1＞

○ 平均収支差率＋14.2％
○ １日の労働時間は、４時

間以上５時間未満が最多

○ 平均収支差率＋12.8％
○ 平均工賃15,033円／月
○ 中央値12,238円／月
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【基本報酬】
○ 基本報酬については、定員規模別の設定に加え、１日の平均労働時間
に応じた報酬設定とする。
※ 労働時間が長いほど、利用者の賃金増加につながることや、支援コ

ストがかかると考えられるため高い報酬設定とし、メリハリをつける。
※ １日の平均労働時間の算出に当たり、サービス利用開始時には予見

できなかった事由により短時間労働となった場合について、算出から
除外する。

○ 短時間利用減算を廃止する。
○ 事業所開設後１年を経過していない事業所は、現行以下の水準（定員

20人以下の場合498単位）を算定する。ただし、新規事業所については
開設後6月後の実績による基本報酬区分の変更を認める。

【加算】
○ 賃金向上のための計画を作成し、利用者のキャリアアップの仕組みを導

入した上で、指導員を常勤換算方法で１以上配置している場合の加算を
新設する。＜利用定員に応じ15単位～70単位／日＞

○ 就労移行支援体制加算を見直し、一般就労へ移行し６月以上定着した者
の数に応じて評価することとする。
＜26単位／日→６～42単位／日×移行・定着者数 ※7.5：１の場合＞

○ 福祉専門職配置等加算に、公認心理師を加える。＜10単位～15単位＞
○ 施設外就労について、100分の70要件を廃止し、月２日の評価を

施設外就労先で実施することを可能とする。＜100単位／日＞
○ 在宅利用時に、生活支援を事業所負担により提供した場合の加算を

新設。＜300単位／日＞
○ 医療観察法対象者や刑務所出所者等に対し、精神保健福祉士等の

配置や病院等との連携により精神保健福祉士等が支援を実施する場
合の加算を新設。＜480単位／日＞

就労継続支援A型（収支差率：14.2％）

改定前 改定後

基本報酬 １日の平均労働時間 基本報酬

584単位

７時間以上 615単位

６時間以上７時間未満 603単位

５時間以上６時間未満 594単位

４時間以上５時間未満 586単位

３時間以上４時間未満 498単位

２時間以上３時間未満 410単位

２時間未満 322単位

＜定員20人以下、人員配置7.5：1＞

就労系サービスにおける賃金・工賃・職場定着の向上（２）
○ 障害者がその適性に応じて能力を十分に発揮し、地域で自立した生活を実現することができるよう、一般就労への

定着実績や工賃実績等に応じた報酬体系とし、工賃・賃金向上や一般就労への移行を更に促進させる。

【その他】
○ 65歳未満とする年齢制限を緩和し、利用開始時65

歳未満の障害者は引き続き利用することを可能とする。
○ 在宅利用で離島等に居住している利用者の場合、週

１回の評価等は電話・ＰＣ等のＩＣＴ機器を活用する
ことを、月１回の評価等は事業所職員の訪問により実
施することを認める。

○ 金品授受による利用者誘因行為や就労斡旋行為を禁
止する。（指定基準の解釈通知）

【今後の検討課題】
○ 就労継続支援Ａ型の送迎加算の在り方について。
○ 就労継続支援Ａ型の最低賃金減額特例への対応に

ついて。
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○利用者数 ６９，３２６（国保連平成30年9月実績）

○対象者

○サービス内容 ○主な人員配置

■ 通常の事業所に雇用される事が困難であって、適切な支援により雇用契約に基づく就労が可能な障害者
※ 65歳に達する前５年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労継続支援A型の支給決定を受けていた者は当該サービスについて

引き続き利用することが可能。

■ 通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者
について、一般就労への移行に向けて支援

■ 一定の範囲内で障害者以外の雇用が可能
■ 多様な事業形態により、多くの就労機会を確保できるよう、障害者の利用定員10人からの事業実施が可能
■ 利用期間の制限なし

就労移行支援体制加算(Ⅰ)､(Ⅱ) ５～４２単位／日
※ 定員、職員配置、一般就労へ移行し６月以上定着した者の数に応じた設定
※ H30～見直し

賃金向上達成指導員配置加算 １５～７０単位／日
※ 定員規模に応じた設定
※ 平成30年新設

基本報酬 主な加算

○ 報酬単価（平成３０年4月より定員規模別、人員配置別に加え、平均労働時間が長いほど高い基本報酬）

食事提供体制加算、送迎加算、訪問加算等
⇒ 他の福祉サービスと共通した加算も一定の条件を満たせば算定可能

■ サービス管理責任者

■ 職業指導員
生活支援員

１０：１以上

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)､(Ⅱ) ､（Ⅲ） 15､10､６単位
⇒ Ⅰ：社会福祉士等資格保有者が常勤職員の35％雇用されている場合
⇒ Ⅱ：社会福祉士等資格保有者が常勤職員の25％雇用されている場合

※ H30～資格保有者に公認心理師を追加
⇒ Ⅲ：常勤職員が75％以上又は勤続3年以上が30％以上の場合

改定前 改定後

基本報酬 １日の平均労働時間 基本報酬

584単位

７時間以上 615単位／日

６時間以上７時間未満 603単位／日

５時間以上６時間未満 594単位／日

４時間以上５時間未満 586単位／日

３時間以上４時間未満 498単位／日

２時間以上３時間未満 410単位／日

２時間未満 322単位／日

＜定員20人以下、人員配置7.5：1の場合＞

※ 上表以外に、人員配置10:1である場合の設定、定員に応じた設定あり
（21人以上40人以下、41人以上60人以下、61人以上80人以下、81人以上）

就労継続支援Ａ型

63○事業所数 ３，７８１（国保連平成30年9月実績）



○利用者数 ２４９，０２９（国保連平成30年9月実績）

○対象者

○サービス内容 ○主な人員配置

■ 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活
動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される障害者
① 企業等や就労継続支援事業（Ａ型）での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者
② ５０歳に達している者または障害基礎年金1級受給者
③ ①及び②に該当しない者であって、就労移行支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者

■ 通所により、就労や生産活動の機会を提供（雇用契約は結ばない）するとともに、一般就労に必要な知識、
能力が高まった者は、一般就労等への移行に向けて支援

■ 平均工賃が工賃控除程度の水準（月額3,000円程度）を上回ることを事業者指定の要件とする
■ 事業者は、平均工賃の目標水準を設定し、実績と併せて都道府県知事へ報告、公表
■ 利用期間の制限なし

基本報酬 主な加算

○ 報酬単価（平成３０年４月より定員規模別、人員配置別に加え、平均工賃月額が高いほど高い基本報酬）

■ サービス管理責任者

■ 職業指導員
生活支援員 １０：１以上

改定前 改定後

基本報酬 平均工賃月額 基本報酬

584単位

4.5万円以上 645単位／日

3万円以上4.5万円未満 621単位／日

2.5万円以上3万円未満 609単位／日

2万円以上2.5万円未満 597単位／日

１万円以上2万円未満 586単位／日

５千円以上１万円未満 571単位／日

５千円未満 562単位／日

就労移行支援体制加算 ５～４２単位／日
※ 定員、職員配置、一般就労へ移行し６月以上定着した者の数に応じた設定
※ H30～見直し

施設外就労加算 100単位／日
⇒ 一定の基準を満たし、企業内等で作業を行った場合

食事提供体制加算、送迎加算、訪問加算等
⇒ 他の福祉サービスと共通した加算も一定の条件を満たせば算定可能

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)､(Ⅱ) ､（Ⅲ） 15､10､６単位
⇒ Ⅰ：社会福祉士等資格保有者が常勤職員の35％雇用されている場合
⇒ Ⅱ：社会福祉士等資格保有者が常勤職員の25％雇用されている場合

※ H30～資格保有者に公認心理師を追加
⇒ Ⅲ：常勤職員が75％以上又は勤続3年以上が30％以上の場合

＜定員20人以下、人員配置7.5：1の場合＞

※ 上表以外に、人員配置10:1である場合の設定、定員に応じた設定あり
（21人以上40人以下、41人以上60人以下、61人以上80人以下、81人以上）

就労継続支援Ｂ型

64○事業所数 １２，０９９（国保連平成30年9月実績）



就労移行支援
○対象者

○サービス内容 ○主な人員配置

一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害者
※休職者については、所定の要件を満たす場合に利用が可能であり、復職した場合に一般就労への移行者となる。
※65歳に達する前５年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた者は当該サービスについて引き続き
利用することが可能。

■ 一般就労等への移行に向けて、事業所内での作業等を通じた就労に必要な訓練、適性に合った
職場探し、就労後の職場定着のための支援等を実施

■ 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、職場実習等によるサービス
を組み合わせた支援を実施

■ 利用者ごとに、標準期間（24ヶ月）内で利用期間を設定
※ 市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大１年間の更新可能

■ サービス管理責任者
■ 職業指導員

生活支援員
■ 就労支援員 → １５：１以上

○ 報酬単価（平成３０年４月より定員規模別に加え、就職後６月以上定着した割合が高いほど高い基本報酬）

移行準備支援体制加算(Ⅰ)、(Ⅱ) 41、100単位
⇒Ⅰ：施設外支援として職員が同行し、企業実習等の支援を行った場合
⇒Ⅱ：施設外就労として、請負契約を結んだ企業内で業務を行った場合

就労支援関係研修修了加算 6単位
⇒就労支援関係の研修修了者を就労支援員として配置した場合
※H３０年～見直し

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)､(Ⅱ)、（Ⅲ） 15、10、６単位
⇒Ⅰ：社会福祉士等資格保有者が常勤職員の35％雇用されている場合
⇒Ⅱ：社会福祉士等資格保有者が常勤職員の25％雇用されている場合
※H30～資格保有者に公認心理師、作業療法士を追加

⇒Ⅲ：常勤職員が75％以上又は勤続3年以上が30％以上の場合

基本報酬 主な加算

食事提供体制加算、送迎加算、訪問加算等
⇒他の福祉サービスと共通した加算も一定の条件を満たせば算定可能

６：１以上

○事業所数 ３，３１５（国保連平成30年9月実績） ○利用者数 ３４，２６２ （国保連平成30年9月実績）

改定前 改定後

基本報酬 就職後６月以上定着率 基本報酬

804単位

５割以上 1,089単位／日

４割以上５割未満 935単位／日

３割以上４割未満 807単位／日

２割以上３割未満 686単位／日

１割以上２割未満 564単位／日

０割超１割未満 524単位／日

０ 500単位／日

＜定員20人以下の場合＞

※上表以外に、あん摩等養成事業所である場合の設定、定員に応じた設定あり
（21人以上40人以下、41人以上60人以下、61人以上80人以下、81人以上）
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○対象者

○サービス内容 ○主な人員配置

■ 就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面・就業面の
課題が生じている者であって、一般就労後６月を経過した者

■ 障害者との相談を通じて日常生活面及び社会生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との
連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を実施

■ 利用者の自宅・企業等を訪問することにより、月１回以上は障害者との対面支援
■ 月１回以上は企業訪問を行うよう努める
■ 利用期間は3年間(経過後は必要に応じて障害者就業・生活支援センター等へ引き継ぐ）

職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算 120単位／月
⇒ 職場適応援助者（ジョブコーチ）養成研修を修了した者を就労定着支援員として配置

している場合

特別地域加算 240単位／月
⇒ 中山間地域等の居住する利用者に支援した場合

初期加算 900単位／月（1回限り）
⇒ 一体的に運営する移行支援事業所等以外の事業所から利用者を受け入れた場合

基本報酬 主な加算

就労定着実績体制加算 300単位／月
⇒ 就労定着支援利用終了者のうち、雇用された事業所に3年6月以上念月未満の機関

継続して就労している者の割合が7割以上の事業所を評価する

■ サービス管理責任者 ６０：１

■ 就労定着支援員 ４０：１
(常勤換算)

企業連携等調整特別加算 240単位／月
⇒ 支援開始1年以内の利用者に対する評価

＜利用者数20人以下の場合＞

※ 自立生活援助、自立訓練（生活訓練）との併給調整を行う。
※ 職場適応援助者に係る助成金との併給調整を行う。

○ 報酬単価（利用者数規模別に加え、就労定着率（（過去３年間の就労定着支援の総利用者数のうち前年
度末時点の就労定着者数）が高いほど高い基本報酬）

※  上表以外に、利用者数に応じた設定あり（21人以上40人以下、41人以上）

就労定着支援

○利用者数 1,207 （国保連平成30年9月実績）○事業所数 ２０４（国保連平成30年9月実績）

新設

就労定着率 基本報酬

９割以上 3,200単位／月

８割以上９割未満 2,640単位／月

７割以上８割未満 2,120単位／月

５割以上７割未満 1,600単位／月

３割以上５割未満 1,360単位／月

１割以上３割未満 1,200単位／月

１割未満 1,040単位／月
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出展：国保連データ

障害福祉サービス等における主なサービス種類別に見た総費用月額（平成28年４月～30年６月分）

（億円）

居宅介護
128 

居宅介護
138 

居宅介護
148 

居宅介護
154 

居宅介護
151 

生活介護
548 

生活介護
572 

生活介護
605 

生活介護
636 

生活介護
620 

GH
142 

GH
156 

GH
171 

GH
176 

GH
174 

就労

移行
52 

就労

移行
55 

就労

移行
55 

就労

移行
58 

就労

移行
57 

就労

Ａ型
71 

就労

Ａ型
82 

就労

Ａ型
90 

就労

Ａ型
95 

就労

Ａ型
93 

就労

Ｂ型
251 

就労

Ｂ型
268 

就労

Ｂ型
288 

就労

Ｂ型
301 

就労

Ｂ型
299 

放課後

デイ
146 

放課後

デイ
190 

放課後

デイ
218 

放課後

デイ
220 

放課後

デイ
228 

その他サービス
419 

その他サービス
447 

その他サービス
485 

その他サービス
500 

その他サービス
499 

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200

平成28年4月

平成29年4月

平成30年4月

平成30年5月

平成30年6月

【障害福祉サービス等報酬改定検討チーム（第2回：H30.10.31) 参考資料】
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出展：国保連データ

障害福祉サービス等における主なサービス種類別に見た延べ利用者数（平成28年４月～30年６月分）

（千人）

居宅介護
163 

居宅介護
169 

居宅介護
176 

居宅介護
176 

居宅介護
176 

生活介護
269 

生活介護
275 

生活介護
282 

生活介護
282 

生活介護
282 

GH
103 

GH
109 

GH
116 

GH
117 

GH
117 

就労

移行
31 

就労

移行
33 

就労

移行
34 

就労

移行
35 

就労

移行
35 

就労

Ａ型
59 

就労

Ａ型
67 

就労

Ａ型
69 

就労

Ａ型
70 

就労

Ａ型
70 

就労

Ｂ型
213 

就労

Ｂ型
227 

就労

Ｂ型
245 

就労

Ｂ型
246 

就労

Ｂ型
247 

放課後

デイ
129 

放課後

デイ
160 

放課後

デイ
194 

放課後

デイ
195 

放課後

デイ
197 

その他サービス
505 

その他サービス
537 

その他サービス
581 

その他サービス
551 

その他サービス
572 

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

平成28年4月

平成29年4月

平成30年4月

平成30年5月

平成30年6月
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出展：国保連データ

障害福祉サービス等における主なサービス種類別に見た利用者１人当たりの費用額
（平成28年４月～30年６月分）

（月額（円））

119,283 

78,379 

203,396 

137,801 

163,838 

121,064 
117,909 

113,093 
120,973 

81,289 

207,638 

143,323 

167,822 

122,621 

118,262 

118,567 

121,435 

84,281 

214,937 

146,705 
160,414 

130,700 

117,613 

112,255 

128,083 

87,295 

225,385 

150,505 

167,154 

136,442 

122,446 

113,296 
125,062 

85,418 

219,862 

148,573 

163,865 

133,549 

121,228 115,542 
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125,000

150,000

175,000

200,000

225,000

全サービス

平均

居宅介護 生活介護 GH 就労

移行

就労

Ａ型

就労

Ｂ型

放課後

デイ

平成28年4月 平成29年4月 平成30年4月 平成30年5月 平成30年6月
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Ⅵ 今後に向けて
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○ 障害福祉サービス等を提供する事業所数が大幅に増加する中、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択
できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上が重要な課題。

○ このため、利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資することを目的として、平成28年5月に成立した
障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律において、① 事業者に対して障害福祉サービスの内容等を
都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、② 都道府県知事が報告された内容を公表する「障害福祉サービス等情
報公表制度」を創設（平成30年４月施行）。

○ 下記サービス（基準該当サービスは除く）の指定を受けている
事業者及び当年度中に新規指定を受けてサービスを提供しよう
とする事業者が報告の対象

1. 居宅介護 16. 就労定着支援

2. 重度訪問介護 17. 自立生活援助

3. 同行援護 18. 共同生活援助

4. 行動援護 19. 計画相談支援

5. 療養介護 20. 地域相談支援（移行）

6. 生活介護 21. 地域相談支援（定着）

7. 短期入所 22. 福祉型障害児入所施設

8. 重度障害者等包括支援 23. 医療型障害児入所施設

9. 施設入所支援 24. 児童発達支援

10. 自立訓練（機能訓練） 25. 医療型児童発達支援

11. 自立訓練（生活訓練） 26. 放課後等デイサービス

12. 宿泊型自立訓練 27. 居宅訪問型児童発達支援

13. 就労移行支援 28. 保育所等訪問支援

14. 就労継続支援Ａ型 29. 障害児相談支援

15. 就労継続支援Ｂ型

利
用
者

障害福祉サービス等の施設・事業者 都道府県等

○障害福祉サービス等情報の公表
施設・事業者から報告された情報を
集約し、公表。

反映

＜障害福祉サービス等情報＞

■ 基本情報
（例）事業所等の所在地

従業員数
営業時間
事業所の事業内容 等

■ 運営情報
障害福祉サービス等に関する
具体的な取組の状況
（例）関係機関との連携

苦情対応の状況
安全管理等の取組状況等

■ 都道府県が必要と認める事項
（任意）

必要に
応じて
調査

報告

○障害福祉サービス等情報の調査
新規指定時、指定更新時、虚偽報告が
疑われる場合などにおいて、必要に応じ訪問
調査を実施し、結果を公表に反映。

閲覧
（インターネット）

障害福祉サービス等情報を都道府県等に報告する義務があります

※ 障害福祉サービス等情報に変更が生じた都度、報告する必要があります。

障害福祉サービス等情報公表制度の概要

71



72

（参考）



平成30年度報酬改定を踏まえた今後の課題及び次期改定に向けた検討

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム

第１回（H30.８.29） 資料３

① サービスの質を踏まえた報酬単位の設定

② 客観性・透明性の高い諸情報に基づく報酬改定

③ 食事提供体制加算について

④ 就労継続支援Ａ型と放課後等デイサービスにおける送迎加算

⑤ 身体拘束等の適正化について

⑥ 居宅介護について（利用実態把握等）

⑦ 重度障害者等包括支援の対象者の要件について

⑧ 就労移行支援利用後の一般就労について

⑨ 就労継続支援Ａ型における最低賃金減額特例について

⑩ 就労移行支援における支援内容の実態把握と今後の対応

⑪ 共同生活援助における個人単位で居宅介護等を利用する場合の

経過措置の取扱いについて

⑫ 計画相談支援・障害児相談支援のモニタリング実施標準期間等について

⑬ 医療的ケア児者について（判定基準の調査研究）

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」に
示された今後の主な課題等

各種調査・
研究を活用
し実態把握

等を行う

障害福祉サービス等
報酬改定検証調査

（障害福祉サービス等の経営状況
に関する事項）

・ 障害福祉サービス等経営概況調査
・ 障害福祉サービス等経営実態調査

その他、障害者総合福祉
推進事業等を活用

（障害福祉サービス等従事者の
処遇改善等に関する事項）

・障害福祉サービス等従事者
処遇状況等調査

各種調査・研究

○ 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」において検討が必要とされた事項等について、以下の形で整理する。

障害福祉サービス等報酬改定検討チームと報酬改定検証調査等の関連について

2018年度調査
（委託事業）

平
成
30
年
度
報
酬
改
定

（２
０
１
８
年
度
）

２
０
２
１
年
度
報
酬
改
定

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 【調査内容を検討チームに諮る趣旨】
・ 平成３０年度報酬改定の効果検証や、次期報酬改定に

向けた課題に関する調査・研究を実施する。

・ 報酬改定検証調査等の結果は、次期報酬改定の基礎資料
と なるため、アドバイザー等より意見を聴いた上で実施する。

2019年度調査
（委託事業）

2020年度調査
（委託事業）
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2021年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた各調査のスケジュール（案）

厚
労
科
研

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

等

総
合
福
祉
推
進
事
業

2018（平成30）年度 2019（平成31）年度 2020（平成32）年度

報
酬
改
定
検
証
調
査

【調査事項】

・ 訪問系サービスの支援の実態調査

・ 地域生活支援拠点等の整備に関する実態調査

・ 生活介護のあり方に関する実態調査（改定概要①②）

・ 共同生活援助(グループホーム)における「個人単位で居宅介護等を利

用する場合の経過措置」の利用状況に関する調査研究（改定概要⑪）

・ 相談支援専門員の担当件数の実態把握及び標準担当件数の妥当性

に関する調査研究

・ 就労移行支援及び就労継続支援サービスの提供実態に関する調査

研究（改定概要⑧⑨）

２
０
２
１
年
度
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
報
酬
改
定
の
概
要
取
り
ま
と
め

【調査事項（予定）】

・ 生活介護における支援に関する実態調査

（改定概要①②）

【厚労科研】

・ 総合支援法の見直しに向けたサービスの実態の把握及びその効果の

検証のための研究（改定概要⑦）

※ 重度障害者等包括支援の利用実態等

・ 障害福祉サービス等報酬における医療的ケア児の判定基準確立のた

めの研究（改定概要⑬）

【総合福祉推進事業】

・ 食事提供体制加算等に関する実態把握（改定概要③④）

・ 障害者虐待の未然防止等に関する研究（改定概要⑤）

・ 居宅介護の支援の実態調査（改定概要⑥）

・ 就労移行支援事業所における効果的な支援と就労定着支援の実態

及び課題に係る調査研究（改定概要⑩）

・ グループホームを利用する障害者の生活実態に関する調査研究

【厚労科研（予定（研究名等は仮称））】

・ 総合支援法の見直しに向けたサービスの実

態の把握及びその効果の検証のための研究

（改定概要⑦） ※ 重度障害者等包括支援の

利用実態等

・ 計画相談支援・障害児相談支援におけるモ

ニタリ ング標準期間の見直しに伴う効果・影響

の検証（改定概要⑫）

【総合福祉推進事業（予定（研究名等は仮称））】

・ 居宅介護の支援の実態調査（改定概要⑥）

【調査事項（予定）】

・ その他、30年度、

31年度において、

新たに対応が必要

となった課題等に

対応する調査を実

施

等

等

等

等

等
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６．就労移行支援及び就労継続支援サービスの
提供実態に関する調査研究

○ 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定において、就労系サービスに関して、以下の状況に応じた基本報酬を設定した。
・ 就労移行支援は前年度の就労定着者（就職後６月に達した者）の割合
・ 就労継続支援A型は前年度の利用者の１日当たりの平均労働時間数
・ 就労継続支援B型は前年度の利用者に支払った平均工賃月額

○ 次期報酬改定に向けて、以下の事項に関しては、引き続き検討、検証を行う必要がある。
・ 一般就労の範囲について、就労移行支援の利用を経て一般就労した際の雇用形態や労働時間数についての実態を把握
した上で、対応を検討する。

・ 就労継続支援A型については、重度の障害者との雇用契約締結当初に最低賃金減額特例を適用している事業所もある
が、こうした事業所について、最低賃金減額特例の適用者数、適用期間、最低賃金の減額割合などの実態を把握した上で
対応を検討する。

１．調査目的

○ サービス提供の拒否の状況、一般就労者数・定着状況、賃金・工賃の状況等を把握し、平成30年度報酬改定による影響・効果
を検証した上で、次期報酬改定に向けて検討するための基礎資料とする。

○ 就労系障害福祉サービス終了後一般就労した者の雇用形態・労働時間数等の実態把握や就労継続支援A 型における最低賃
金減額特例の適用者の適用期間・賃金月額等の実態把握を行い、次期報酬改定に向けて検討するための基礎資料とする。

２．検証のポイント

・ 基本情報（法人種別、事業の実施形態、利用定員、実利用者数、障害種別の実利用者数 等）
・ 報酬改定前後の事業変更の状況、サービス提供の拒否の状況、一般就労への移行者数・定着者数、賃金月額・工賃月額の状況
・ サービス終了者の状況（終了者の行先、職種、一般就労した者の雇用形態・勤務形態・月額の平均賃金額 等）
・ 就労継続支援A型における最低賃金減額特例の適用者の状況（適用者数、適用期間、障害種別、賃金月額、労働時間数、一般
就労への移行者数、定着者数 等）

４．主な調査項目

○就労移行支援事業所、就労継続支援（A型・B型）、就労定着支援

３．調査対象

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム

第１回（H30.８.29） 資料４（抜粋）
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○ 就労移行率が高い就労移行支援事業所における支援の実態を把握し、効果的な支援について分析､周知する。
○ 就労移行支援事業所が新たに実施する就労定着支援の実態を把握する。
○ 定着支援にあたり利用者や企業が支援機関に求めることを調査し、適切な事業運営に資する。

６．就労移行支援事業所における効果的な支援と就労定着支援の実態及び課題に係る調査研究
（障害者総合福祉推進事業）

その他の事業における報酬改定関係事業（平成30年度）
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